
令和６年度 制度融資の概要について 

 

 

 

１ 資金数及び総融資枠  

①資 金 数                ９資金 

      ②総融資枠          １，２００億円 

     ③貸付金予算額     １，４９０億円 

 

 

２．改正の概要 

（１）新型コロナ感染症等経済対策資金Ｇタイプ 

  ①令和６年６月３０日保証申込受付分までの取扱いとする（国の保証制度に準じる） 

  ②令和６年能登半島地震による災害に係る要件を追加 

 

 

（２）中小企業パワーアップ資金 

既存事業の拡大においても利用できるよう制度を拡充 

     

 

 

 

 

 

 

（３）創業者・再チャレンジ支援資金 

融資期間を「１０年」に統一 

 

 

要件Ⅱ 新分野進出・事業再構築等要件 

■新分野展開（新たな製品等で新たな市場に進出） 
■事業転換（主たる事業を転換） 
■業種転換（主たる業種を転換） 
■業態転換（製品等の製造・提供方法等を相当程度変更） 
■デジタルトランスフォーメーションによる成長・競争力強化 

要件Ⅱ 競争力強化・事業再構築等要件 

◇事業拡大【追加】 
（新たな設備投資により現在行っている事業を拡大する） 

■新分野展開（新たな製品等で新たな市場に進出） 
■事業転換（主たる事業を転換） 
■業種転換（主たる業種を転換） 
■業態転換（製品等の製造・提供方法等を相当程度変更） 
■デジタルトランスフォーメーションによる成長・競争力強化 

現行 改正後 

融資期間 

■Ａタイプ 

設備１０年（据置２年）・運転５年（１年） 

■Ｂ～Ｄタイプ 

設備７年（１年）・運転５年（１年）・運転設備 7 年（１年） 

融資期間 

■Ａタイプ 

設備１０年（据置２年）・運転 10 年（１年） 

■Ｂ～Ｄタイプ 

設備１０年（１年）・運転 10 年（１年） 

現行 改正後 


